
　第二次大戦後、ソ連占領地区となった東ドイツ地域においては、早くも1945年9月より
100ha以上の大農場を無償接収・分割し、5～8ha規模の新農民経営を創出することを主眼
とした土地改革が断行された。しかしそのわずか7年後の1952年7月には、社会主義統一党
（以下、 S

エス・エー・デー

E D と略記）の第2回党協議会において農業集団化宣言がなされる。途中、1953
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　This paper is a review of research on East German agricultural history, focusing on the 
paradigm shift from the Cold War to post-Cold War eras.

　Both land reform and agricultural collectivization were signifi cant to East Germany's(GDR) 
foundation myth as a socialist state, especially since the Communist power even encouraged 
studies on land reform and agricultural collectivization in order to bolster its political legitimacy. 
It is characteristic of GDR that, unlike the other socialist states, it could not establish a foundation 
myth as national history. 'German' contemporary history was written exclusively by West German 
historians.

　However, West German studies on GDR agriculture were not completely free from the Cold 
War thinking, either, as is shown in that the fundamental paradigm had long depended upon 
the ideology of totalitarianism. Although Japan was also restricted by Cold War thinking, it is 
remarkable that strong sympathy with the socialist "democratic" revolutions of east European 
countries was expressed there after the Second World War. Even in the 1970's, the formation of 
GDR agriculture was discussed not in the context of 'German' history, but as a manifestation of 
east European socialism.

　The end of the Cold War led to a dramatic change in these research areas. Although the 
totalitarian approach has been revitalized, social and ordinary historical analysis has also shown 
remarkable development. From my standpoint of evaluating this new social historical approach, 
I have reviewed a study by Arnd Bauerkämper, a leading scholar of GDR agricultural history in 
the post -Cold War era. As a result, it was possible to point out the limitations of the so-called 
"traditional milieu" concept. In addition, it was not possible to find a critical argument about 
the diversity of the local communities in his work, although it shows a tendency to a kind of 
'state history.' Finally, from the viewpoint of the continuity of East Elbe agricultural society, we 
emphasized the signifi cance of (1) the rural refugee problems after the war, (2) the diversity of 
the local communities, and (3) the social context and its effects ofn material resources within the 
villages.



年6月17日のベルリン蜂起（以下、「6月事件」と略記）による「挫折」や1956年秋のハン
ガリー動乱に象徴される東欧世界の「非スターリン化」による影響を強くうけつつも、1958

年には農業集団化運動が再開され、1960年4月にはついに全面的集団化の完了宣言がだされ
ることとなった。よく知られるように、ベルリンの壁が建設されるのは翌1961年8月のこ
とである。
　この土地改革から全面的集団化にいたる15年間の出来事こそは、16世紀以来の東エルベ
農業史において、19世紀前半期のいわゆる「農民解放」にまさるとも劣らぬ大事件であった。
それは東ドイツ社会主義の新たな社会的形成の過程でもあったが、しかし、「社会主義の実験」
などと称して済まされるレベルの変化にとどまるものではまったくない。それは、一国単位
の土地所有や農業制度の変更はもとより、戦時から戦後における国際的な規定性に強く制約
されつつ、農村社会や農業生産力の根本にまで及ぶような、包括的でかつ不可逆的な変化を
引き起こすものだったのである。
　すなわち、まず第一に、戦後の土地改革は大土地所有の接収と農場分割を通して、グーツ
村落を消滅させることとなった。土地改革は日本の農地改革で想起されるような土地所有制
度の変更に限定されるものではまったくなく、農場制農業の生産力の分割を伴う農業構造の
抜本的改革であり、かつ土地貴族層の村落追放に象徴されるように―名望家層によるパター
ナリズム支配の終焉を意味する―、農村社会支配の根底的変革でもあった。さらに1952年
に開始される農業集団化は、反大農政策としての性格を濃厚に帯びることで、「6月事件」
による挫折にもかかわらず農民村落における大農層の政治的社会的ヘゲモニーを決定的に後
退させた。そして1960年の全面的集団化の「完了」は、文字通り東部ドイツにおける家族
的農業の解体と大規模機械化に基づく集団農業への本格移行の画期となったのである。それ
は同時に農業生産のみならず政治・社会・文化の総体をさまざまに特徴付けてきた「近代ド
イツ農民層」の歴史的消滅をも意味しよう。
　第二に、こうした包括的で根底的な変化は、しかし一国単位で説明できるような歴史的事
件では毛頭ない。この点は、そもそも東ドイツという国家自体が、通常の近代の国民国家と
は異なって、第三帝国の崩壊から冷戦体制の形成に伴う戦後ヨーロッパの政治的空間の再編
のなかで、いわばその特異点としてはじめて形成されてくることからも明らかであろう。東
ドイツ国家や「ベルリンの壁」が、その崩壊後20年の現時点において、以前にもまして冷
戦時代を象徴するものとして、あまねく人々に語り続けられる所以もここにある。むろん農
業領域もその例外では全くない。土地改革が東方ドイツ人難民の大量流入抜きに理解できな
いことや、あるいは1950年代の農業集団化が、いわゆる「共和国逃亡」問題―東ドイツか
ら西ドイツへの「不法」出国―と表裏一体の関係にあり続けた点に、そのことが端的に示さ
れている。
　第三に、とくに現時点の事柄として指摘しておかねばならないは、その変化の不可逆性で
ある。1990年のドイツ統一直後、東ドイツの「農業生産協同組合」（以下、 L

エル・ペー・ゲー

P G と略記）
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は解体の運命にあるとすら思われた。しかし統一後20年を経た現在、当初意図された西ド
イツ的な家族農業構造への復帰はほとんど生ぜず、旧 LPG末端組合員の大量失業の発生を
伴いつつ、旧 LPG幹部層を主体とした「農業法人 Agrargenossenschaft」への転化が主流と
なっているのが現状である（1）。むろん東部農村問題の深刻な状況については何人も否定し
得ないのだが、しかし大規模集団経営という点からみれば、確かに LPGは形を変えつつ生
き延びたといえなくもないのである。この点に関する当事者の自己意識としては、2002年に、
現在はチューネン博物館となっているテテロー郡テロー農場において「LPG設立50周年記
念」を唄ったシンポジウムが開催されたことにみることができる。とくにこのシンポジウム
の当事者―旧東ドイツ指導層が多い―の発言に、そうした自負心の表明を容易に読みとるこ
とができる（2）。ドイツ統一後、工業部門の国営企業にもまして LPGが農業法人として生き
残り得たのは、むろん様々な条件が重層的に作用したことの結果に他ならないが、土地改革
と農業集団化に代表される戦後期の構造転換がその「不可逆性」を深部で規定していたこと
は否定できないのではなかろうか。
　以上のような重大な意義をもつ歴史的変化であったにもかかわらず、冷戦期、戦後東ドイ
ツ農業史は、官許の学としての東ドイツ農業史学を別とすれば、歴史学研究の本格的な対象
とはほとんどならなかったといってよい。日本の戦後歴史学においては土地改革がプロイセ
ン・ドイツ史のエピローグとして、もっぱら土地所有視点から言及されるにとどまり、固有
の意味での戦後的状況への関心は持たれなかった（3）。他方で、東ドイツ農業に関する研究
といえば、これとはほぼ切断された形で、もっぱら現状分析として社会主義農業経済論の領
域で進められることになってしまった。このためにとりわけ1945年から1961年にいたる戦
後期の農村研究は、あたかも学問領域のすきまに陥る形で「忘れ去られた」領域となってし
まったのである。しかし冷戦終結に伴うパラダイム転換は学問領域の再編や「再発見」を引
き起こさざるをえない。ベルリンの壁の崩壊から20年を経た今、「社会主義」に大きく規定
されてあった20世紀世界というものを新たな視角から考察することは現代歴史学にとって
最重要な課題のひとつであると私は思う。求められているのは「社会主義」システムの欠陥
を指摘することで自足することではなく、人々の「社会主義」経験を批判的視点から歴史化
することなのである（4）。そうした思いから、私もまた、10年以上にわたって戦後東ドイツ農
村の社会史的分析に従事してきた。本稿ではその成果を踏まえつつ、改めて冷戦期の研究の
特徴と限界を反省し、さらにまたベルリン壁崩壊後に急速に進展してきた研究が生み出した
新たな成果を私なりに検討することで、現時点での私の研究史上の立場を明確にしたく思う。



（1）東ドイツ
　東ドイツ国家にとって、戦後土地改革は、自らの統治の歴史的正当性を語る出来事として
当初より極めて重要な意義を与えられてきた。いうまでもなく、反ファシズムとレーニン労
農同盟論こそが東ドイツ国家建設の基本的イデオロギーであり、土地改革こそは、ファシズ
ムの温床とされたユンカー層の廃棄と「勤労農民層」の樹立を同時に意味したからである。
それにとどまらず、さらに土地改革は、ドイツ農民戦争にはじまり、1848年と1919年の挫
折をこえてようやく到達した近代ドイツ農民闘争の最終勝利としても位置づけられた。それ
は戦後変革が、敗戦に伴う「ソビエト化」ではなく、あくまで農民によって主体的に勝ちと
られた革命でなければならなかったからである。
　むろん、こうした建国神話のイデオロギー性は今となっては自明であるし、階級史観に基
づく政治主義的な自己正当化は20世紀「社会主義」諸国家にあまねく観察されるものであ
ろう。とはいえ、東ドイツの場合、その建国神話の現実遊離性の程度たるや、他にもまして
顕著だったと思われてならない。この点は、たとえばソ連農業史であれば、反体制派の歴史
叙述も含めて、それが「社会主義史」であると同時にナショナル・ヒストリーの一環でもあっ
たことを想起すれば、容易に納得されよう。冷戦後、かつてのソ連農業史は比較的簡単に
「20世紀ロシア農民史」に転化しえたと思われるが、そのことはこの点を裏側から物語るも
のではなかろうか（5）。だが、冷戦体制の最前線におかれた特異な分割国家東ドイツにとって、
ナショナル・ヒストリーの構築は簡単なものではなかった。さまざまな試みがなされたにせ
よ、結局のところ東ドイツは歴史なき社会主義の人工国家の域を脱出しえず、ナチズムの過
去に関わる議論に典型的にみられるように、近代ドイツ史は自他共に西ドイツ国民の名前に
おいて語られつづけてきたのであった。そしておそらくこうした現実遊離性―神話の虚構性
―が顕著な分だけ、冷戦期の東ドイツの農業史研究は、他の社会主義国のそれにもまして官
許の学としての性格を帯びざることとなったといわざるをえない。もっとも、逆説的ながら、
その限りでは―建国神話の中心的要素を占めるがゆえにこそ―、農業史研究は奨励の対象と
され「活発に」展開されることともなったともいえる。ロストク大学史学科図書館においては、
東ドイツ時代に書かれた同学科の卒業資格論文を自由に閲覧することができるが、それらを
一覧すると土地改革や集団化をテーマとする論文が想像以上にたくさん書かれていることに
大変驚かされる。具体的にいうと、全面的集団化が完了する1960年から1963年にかけて、
「農業の社会主義改造」を主題とする論文が、私がメモした限りですら6本も提出されている。
しかも、一瞥した限りの印象ではあるが、それらの論文は、対象とする郡が異なっているこ
とを除けば、ほぼ同じ構成・同じ論調で書かれているように思われるのである。
　こうした傾向に変化が見られるのは1980年前後からであろう。一方では、1970年代の研
究をふまえつつ、公式見解にもとづく農業史研究がこの頃に学問的な体系性を整えていくこ
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ととなる。日本でも知られるクレム『農業史―ブルジョア的農業改革からドイツ民主共和国
の社会主義―』（邦題『ドイツ農業史』）が農業史のテキストとして刊行されたのは1978年
であるが、その第3編において東ドイツ農業史が扱われている（6）。これは東ドイツ農業史の
通史の確立としてみなしてよい出来事だったろう。
　と同時に、こうした制度化の一方で、わずかとはいえ一次史料分析にもとづく新たな専門
研究が開始されはじめたことも指摘しておかなければならない。たとえば、1984年刊行のピ
スコールやネーリヒらによる『農村の反ファッショ民主的変革』は、教条主義的な枠組みと
使用タームにおいては何の新しさもみられないが、土地改革に対する農業労働者の消極的な
態度や土地改革後の新農民経営の困難さ、また後述する新農民家屋建設プログラムの効果に
対する批判的言及など、個々の事実については実態に即したかなり詳しい記述がなされてい
る（7）。またマクデブルク・ベルデ地方を対象とした民族学のプロジェクト研究―東ドイツ
版日常史研究とされる―においては、戦後期に関しては周辺的位置づけしか与えられていな
いものの、また「社会主義的発展」が無条件に前提とされているとはいえ、個々には地域に
即した具体的な事実に関する叙述がなされているのである（8）。
　未刊行の学位論文となれば、新しい視点はもっと明確に主張される。注目したいのはシュ
ルツとシュナイダーの学位論文である。前者のシュルツの論文は『1949年から1955年の東
ドイツにおける農民と農業労働者の政治的経済的発展』と題し1984年に提出されている。
彼は、その冒頭部分において、従来の研究が刊行資料をもとにして「社会主義改造」ばかり
に関心を集中させていたことが研究の空白を招いたと指摘したうえで、第一に体系的なアル
ヒーフ史料の読解に基づきつつ、第二に LPG農民のみならず個人農と農業労働者までを対
象に、第三に経済的・政治的領域だけではなく文化的領域にも着目しながら、彼らのありよ
うを全体として明らかにすることを論文の目的として掲げている（9）。こうした主張に、1980

年代の社会史・日常史の影響を読み取ることは容易であろう。また後者のシュナイダーの
1983年提出の学位論文『1945年のソ連占領区における農村プロレタリアート』は、戦後の
連続と断絶という視角から敗戦直後の時期について分析をすることの重要性を強調したうえ
で、そのためにこそであろう、従来は無視されてきた「農村プロレタリアート」を戦後期に
関して明らかにすることが論文の目的とされているのである。さらに「移住者 Umsiedler」
―東ドイツでは戦後東方難民はこう呼ばれた―に関する問題がこれまで犯罪的といいうるほ
どに無視されてきたこと、ナチス統治下において農業労働者がナチズムを受容したこと、に
もかかわらずこの点の研究がまったくなされていないことなどが、そこでは批判的に指摘さ
れているのである（10）。ここで言及されている連続性・断絶性や戦後的状況の規定性、さら
には戦後難民に重なるような非農民の農村下層民の存在に関わる問題こそは私も共有したい
と願う先駆的論点であり、その意味で私はシュナイダーの研究を高く評価したい。ただし、
シュルツやシュナイダーの新たな試みも、具体的な実証分析の水準となるとその限界は否め
ず、かつ彼らの研究がいまなお学位論文としてしか読むことができない点に明らかなように、



その広がりはきわめて限定的な範囲にとどまらざるを得なかったのであるが。

（2）西ドイツ
　冷戦思考に規定されていたのは東ドイツだけではない。もう一つの当事国というべき西ド
イツの東ドイツ認識も、また同じ呪縛の中にあった。戦後西ドイツの建国は戦後西欧世界へ
の編入のうえにはじめて可能であり（11）、「西欧民主主義」を標準とする国家編成がなされた
から、その裏返しとして東ドイツは、東欧世界を覆う「全体主義」の国家として理解されざ
るをえない。東ドイツの土地改革・集団化も土地所有と近代小農を暴力によって否定する農
業におけるソビエト化、「ドイツ農業のボリシェビキ化」であり、従って SED独裁の「上
からの革命」過程であった（12）。
　しかしそれ以上に戦後西ドイツにおける東ドイツ研究に関して特徴的と思われるのは、同
じく東ドイツを対象としているにしても、他の研究領域に比べた場合、農業史研究に対する
関心が著しく低いことである。一般に西ドイツの東ドイツ認識は、戦後こそ「全体主義」論
が支配的とはいえ、1970年代のデタントを経るなかで、「全体主義的」な枠組みの影響力は
著しく後退していったといわれる（13）。しかし、そうした変化も農業史領域では新しい研究
を生むよりはもっぱら研究の無関心に帰結しており、このために戦後東ドイツ農業史に関す
る西ドイツの研究については、めぼしい成果といえるものがほとんどみあたらない。
　じっさい管見の限り1950年代の東ドイツ農業を主題とした本格的研究としては、「ベルリ
ンの壁」崩壊の直前の時期にあたる1989年4月に刊行されたクレプスの学位論文があげら
れるだけである。しかしこの研究も、マルクス主義農業理論への関心から戦後東ドイツ農業
を切りとろうとしたもので、農村社会領域に対する関心はみられない（14）。また、東ドイツ
土地改革に関する西ドイツ側の資料集として、土地改革により西側に亡命した旧土地貴族層
たちの証言集として刊行された「土地改革白書」という書物がある。この書物の狙いは、農
場接収と村落追放をコムニストの犯罪的行為として告発することであり、その意味で、まさ
に戦後農村における「全体主義経験」の記録として編まれている。初版は土地改革の記憶が
生々しい1959年であるが、約30年後の1988年に再版された。その再版の冒頭に編者の序
言が付されているのだが、興味深いことに、そこでは土地改革に関する詳細な資料がいまな
おこの「白書」だけであることが嘆かれ、土地改革についての記憶の忘却が進行しているこ
とに対して強い危機感が表明されているのである（15）。
　よく知られるように、西ドイツ歴史学においては、1970年代から1980年代にかけて、そ
れまでの西ドイツ社会史（マクロ的な社会構造史ないし政治社会史）からアナール派の影響
をうけた社会史・日常史（日常世界の経験を重視するミクロの社会史）へのパラダイム転換
が起きるが（16）、研究領域といえば主として社会国家や労働史に集中する傾向が顕著であり、
20世紀農業史領域に対する関心の低さという点では、社会史・日常史の登場前後において、
さして大きな変化はみられないように思われる（17）。東ドイツ研究に関しては、史料アクセ
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スの困難さが研究停滞の大きな理由であったのはもちろんであるが、しかし、同時に西ドイ
ツの農業史研究に対する関心の弱さもその一因であったろう。興味深いことに、それは、東
ドイツのマルクス主義史学における農業史研究の「厚さ」と好対照をなしているともいえる。

（3）日本
　最後に、日本における東ドイツ農業研究も戦後の冷戦的思考の枠組みに深く規定されたも
のとしてあらざるをえなかった。しかし、そのさい興味深いのは、日本の東ドイツ研究が多
かれ少なかれ「社会主義」に対する強いシンパシーに支えられていたことである。その意味
で日本の研究は西ドイツの「全体主義」論とはスタンスを大いに異にしていたが、逆にそ
の結果として、SED支配に対する批判意識が総じて甘いという弱点を抱えこむことになっ
た（18）。とくに比較的初期のものには「戦後人民民主主義革命」に対する高い評価や当該期
の社会主義イデオロギーに対する強い政治的期待が横溢しており、その傾向が著しい（19）。
スターリン批判が一般化した1970年代以降ともなれば、さすがにそうした手放しの評価は
影を潜めることとなる。戦後東ドイツ農業研究が歴史研究の対象とならず、これと切断され
た形で社会主義農業論としてなされたことは先に述べたとおりであるが、それは、具体的に
はこの頃に比較社会主義農業論の一環として営まれることとなった。たとえば平田重明『東
欧の農業生産協同組合』（1974年）や大崎平八郎編『現代社会主義の農業問題』(1981年）
がその代表であり、そこでは青木国彦や酒井辰史が東ドイツ農業の章を担当している（20）。「批
判的マルクス主義者」ベルクマンによる『比較農政論―社会主義諸国における―』の邦訳出
版が1978年になされているが、これも同じ文脈にあるものとみることができよう（21）。いず
れも社会主義理論で現実を一切両断するのではなく、個々の社会主義の多様性の把握に目が
向けられていることにこの時期の新たな問題意識を読み取ることができるが、とはいえそこ
では「体制としての社会主義」、さらにいえば社会主義形態の国民国家が暗黙のうちに前提
にされており、比較分析は主として経済制度に関して行われている。このためこれらの書物
で描かれる東ドイツ農業の姿は、概括的かつ断片的にすぎず、また現存社会主義体制に対す
る肯定感がなお前提になっているという印象もまぬがれえない。
　東ドイツ農業をプロパーとした農業経済学のまとまった研究としては、1970年代以降に本
格的に開始された村田武、谷口信和、谷江幸雄（22）らの研究があげられる。このうち土地改
革と農業集団化にいたる戦後期の農業構造の変化を主題としているのは、1977年から1983

年にかけて発表された村田武の一連の研究である（23）。この書物こそが邦語文献としては私
にとって唯一のまとまった先行研究であるといってよい。村田の研究は、終戦直後の「協同
経営 Gemeinwirtschaft」の存在に着目したクンチェらの研究に依拠しつつ、何よりも土地
改革後の新農民の経営実態をはじめて具体的に明らかにした点で評価されるものであり（24）、
また1983年に発表されたマグデブルク地方のイルバーシュテート村の集団化に関する研究
は、つい最近に至るまで邦語で読める唯一の東ドイツ集団化のモノグラフであった（25）。村



田の研究は、ことに経営分析や農業生産力分析においていまなお多くの示唆に与える内容と
なっており、この点は、後述するように冷戦後のドイツの研究においてすら、なお農業生産
力分析の観点が弱いことを考えるとき、とくに強調してよいことがらであると思う。とはい
え「生産力分析を基礎とする階級分解論」として構成されていることや（26）、また、なによ
り当該期の東ドイツ研究者による学位論文に大幅に依拠せざるをえなかったことなど―ただ
し1980年代の新しい研究ではなくそれ以前の世代に属する人々の研究であるが―、全体と
していえば、史料の点でも分析枠組みの点でも同時代の制約を免れえなかったと言わざるを
えない。この点は、たとえば政治的タブーとされた「6月事件」の影響がまったく不問にさ
れていること、そして旧農民層に関わる分析が欠落したままに、「52/53年の集団化は59/60

年の強行的集団化に比べれば穏やかであった」（27）と記述してしまっている点に象徴的に現
れているように思われる。
　これに対して谷口信和『二十世紀社会主義農業の教訓』は、国民経済学的視点ないし経営
学的視点から40年間の東ドイツ農業の全体像をはじめて浮き彫りにしてみせた画期的研究
である。記述の中心は全面的集団化以降の「農業の工業化」路線の度重なる挫折の過程にあ
り、とりわけ1980年代の「村への回帰」傾向に分析の焦点が当てられている。また、同じ
く比較といっても、冷戦体制を意識しながら東西ドイツ農業の比較が前面にたてられ、比較
社会主義農業論という枠組みが後掲に退いている点にも、冷戦期の「社会主義農業論」とは
異なる谷口のスタンスの変化をよみとることができる。しかし、私の問題関心に即していえ
ばであるが、第一に議論の構成上、1950年代に関してはあくまで前史として位置づけられて
いるにすぎないこと、第二に国民経済の農業政策史として構成されているために東ドイツ農
民の主体に関わる問題がほとんど論じられていないこと、そして第三になにより冷戦期日本
の研究の延長線上にあるために SED支配に対する批判意識の弱さをなお払拭し切れていな
いと思われること、これらの点は指摘せざるをえない（28）。
　谷口の研究は主として冷戦期の自らの研究に基づきつつ、「ベルリンの壁」崩壊後10年と
いう時点で一つの書物としてまとめられたものである。しかしこうした反省的試みはやはり
例外的であり、冷戦解体後、「社会主義農業論」は「市場経済移行国」農業の研究に雪崩をうっ
て移行し、気がつけば戦後期のみならず冷戦期の東欧農業史までが日本においては忘れさら
れた研究領域になってしまった。私のこれまでの研究の動機付けは、こうした停滞状況を克
服し、社会史的枠組みによる新たな東ドイツ農業史の書き換えにこそあった。しかしここで
いう「社会史的視点」なるものの方法的な有効性はどこにあるのだろうか。この点を考える
ためにも、ドイツにおけるポスト冷戦期の新たな研究動向についてみることにしたい（29）。
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（1）概況
　いうまでもなく、冷戦終焉直後より、ドイツ社会はナチズムと並び克服されるべきもう一
つの過去として東ドイツ史に向き合うことになった。すでに1992年3月にドイツ連邦議会
において「SED独裁の歴史と結果に関する究明」調査委員会が設置され、1994年6月にその
報告書が議会に提出されている。報告書によれば、調査委員会は2年間に計44回の公聴会
を開催し、さらに37回の非公開の会合をもったという。当然ながらこの公聴会には、他の
分野の専門家や「証人」にまじって数多くの歴史研究者が招聘されている（30）。同じ動きは
旧東ドイツの州議会でもみられ、たとえばメクレンブルク・フォアポンメルン州の州議会で
は、連邦議会の調査委員会報告の結果をうけてであろう、1995年5月に「東独の生活・1989

年以後の生活：究明と和解のために」と称する調査委員会 が設置された。報告書は1997年
に州議会に提出され了承されているが、これによれば土地改革と集団化の問題は、1996年3

月開催の「経済と社会システム」部会の公聴会の主題として取り上げられ、ブッフシュタイ
ナー（キリスト教民主同盟推薦）、クンチェ（民主社会党推薦）、ペトォルド（州「国家保安
部」文書館推薦）の3名が、専門家としての報告を行っている（31）。
　連邦議会の調査委員会の設置にあたっては、「SED独裁の正確な分析により SED独裁の
復活を許さないこと」や「SED支配の非正当性を論じることでその犠牲者の歴史的復権を
はかること」とともに、SED独裁は東ドイツのみならず西ドイツの政治と社会にも大きな
影響を及ぼしたとの認識を基づき、「ドイツ人の内面的統一に貢献すること」が主要な設置
目的としてあげられている。かくのごとく、統一まもないドイツにとって、SED支配の単
なる断罪をこえて、東ドイツ史を戦後ドイツのナショナル・ヒストリーのなかにいかに組み
込むかは、きわめてアクチュアルな国家的課題であったのである。農業部門に関していえば、
とくに統一直後の時期において急激な LPG解体・再編が実施される一方で、旧農場所有者
や旧逃亡農民層に属する人々による土地返還を契機に戦後土地問題が社会的にクローズアッ
プされたことも、あわせて銘記しておかなければならない。さらにまた、近年、日本でも知
られるようになった「オスタルギー」現象がドイツ社会の注目を集めたように、こうした東
ドイツの過去をめぐる問題は、新連邦諸州の困難な経済事情を背景として、いまなおそのア
クチュアリティに変わりがないことも、あわせて指摘しておこう。
　さて、こうした社会的要請のなか、ドイツの歴史学自身も大きな変化を経験することにな
る。なによりもまず、ドイツ統一は、ドイツ現代史研究に「旧東ドイツ史」という新しい未
開拓の有望な研究分野を突如出現させ、多くの若い研究者がこの新分野に殺到した。しかし、
そこにとどまらず、その影響は研究制度の再編にまで及ぶ。旧東ドイツ公文書館所蔵のアル
ヒーフ史料が外国人研究者にすらアクセス可能になったのみならず、東西ドイツの文書館の
統合と再編が一気に進んだのである。たとえば、東独時代にポツダムとメルゼブルクにおか



れていた国立文書館史料は、1996年にベルリン・リヒターフェルデの文書館に統合されるこ
ととなり、いまではこの連邦文書館が現代史研究のメッカになっている。上記のような社会
的要請を背景に、こうしたアルヒーフ資料の整備と早期公開が迅速に進んだことが、実証的
な東ドイツ史研究を急速に進めることになったのは疑いない。ただしその過程で旧東独知識
人の撤退とこれに伴う旧東独大学の人事流動化が急激に進んだことも忘れてはならない点で
はあるが（32）。
　マイナーであるとはいえ、農業史研究の領域もまたこうした統一後の学問的な状況をめぐ
る急激な変化の例外ではありえなかった。否、戦後東ドイツ国家における農業問題の重要性
に鑑みれば、新しい研究体制のもと、この領域において急激な研究の進展がみられたのはむ
しろ当然といえようか。アルヒーフ史料の整備が進められていくのと併進するかのように、
東ドイツ農業史研究は急速に進展し、新しい研究成果が次々と公表されるに至っている。当
初、それらは主として研究グループによる論文集の形で発表された。その代表としては、こ
こではバウアーケンパー編『「ユンカーの土地を農民に」？土地改革の実施・作用・意義』
（1996年）をあげるにとどめよう（33）。さらに統一後10年前後を経た頃になると、研究成果
は学位論文や教授資格論文をはじめとする個人の著作として一気に刊行されていく。扱われ
る領域も当初の土地改革期の分析から農業集団化過程の分析へ、さらにはクルーゲ編『土地
改革と集団化のあいだ』（2001年）に編まれた諸論考を一瞥すればわかるように―そこでは
新農民の投票行動、農村の貧民問題、農村建築史、ライファイゼン組合の再編、ルイセンコ
学説の受容のあり方、フィーヴェック事件にみる農業路線論争などが取り上げられている―、
より多様なテーマへと進化を遂げている（34）。他方で、これらの成果を受けながら2003年に
は、農業史学会編の『農業史・農村社会学雑誌』が「集団化と私有化。1945年以後の東独農
業の転換」というタイトルで特集テーマを組み（35）、さらにこれに前後して複数の研究集会
が開催されることとなった。先述したように2002年6月にロストク大学主催による「農業
協同組合設立50周年」のフォーラムがチューネン博物館で開催され（36）、翌2003年3月には
「1945-1989年における東部農業発展と農村社会史に関する10年間の研究。総括と展望」と
題する現代史研究所ベルリン支部主催のシンポジウムが、上記のベルリン連邦文書館におい
てもたれている（37）。後者の現代史研究所のシンポジウムにはこの分野の有力研究者がほぼ
勢揃いしており、現在の研究水準を示すと考えられるのに対して、前者のチューネン博物館
のフォーラムでは、こうした有力歴史研究者だけではなく、当事者、ジャーナリスト、政策
担当者が参加していること、およびこの構成とも関わって旧東ドイツ関係者の自己主張が顕
著にみられる点が特徴的だといえる。

（2）「社会史・日常史」研究 

　こうした状況のなかで、では研究方法にはいかなる変化がみられるのだろうか。現在の旧
東ドイツ農業・農村研究は、歴史学のみならず、農政学、農業経済学、農村社会学、文化人
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類学など多様な分野からのアプローチがなされ、まさに学際的研究分野そのものとなってい
る。しかし冷戦後の戦後ドイツ農業史研究を主導してきたのなによりも「社会史・日常史」
―以下、社会史とする―であった。従って、ここでは、この社会史の新局面を軸にしつつ、
現在の研究動向の特徴を論じることにしたい。
  すでに述べたように西ドイツ歴史学界では1980年前後に社会構造史から新世代の歴史研究
者による社会史へのパラダイム・チェンジが生じた。ここでいう社会史とは主として人々の
日常空間の経験や心性のあり方を重視する立場であるが、ドイツの場合、それがナチズム分
析の新しいアプローチとして、具体的には従来の「全体主義」的ナチズム理解や「特殊な
道」にみられる社会構造史的なナチズム理解を相対化する狙いをもって受容された点に大き
な特徴があったといえよう。日本でもよく知られているのはM・ブロシャートやポイケル
トの研究であるが、しかし農業史領域に限ってみると社会史的アプローチによる本格的研究
書が刊行されるのはようやく1990年代半ばのことにすぎない。代表的な作品としては、ニー
ダーザクセンのプロテスタント農村を対象としたミュンケル『ナチス農業政策と農民の日常』
（1996年）やヘルレマン『伝統にこだわる農民たち。ニーダーザクセンにおけるナチス統治
下の農民の行動様式』（1993年）などがあげられる（38）。
　さて、冷戦後の東ドイツ史研究は、冷戦期の西ドイツ歴史学の系譜のうえに出発すること
になったから、「もう一つの近代独裁国家」を支えた東ドイツの分析にあたっては、シュター
ジに象徴される警察国家的な側面の研究が一段と進められる一方で（全体主義国家論の深化
と理解されよう）、国家よりも社会のありように着目する観点からは、ナチズム研究で開発
された社会史の分析手法がまずは援用されることとなった。しかし、農業史領域についてい
えば、社会史的視角の有効性はそれに留まらないと思われる。というのも、土地改革から集
団化に至る過程は、他のどの領域にもまして社会主義権力の発動が早期にかつ深くなされた
とろこであったからである。ナチズムの場合、その暴力やテロルは人種主義に基づきつつユ
ダヤ人・占領地農民・外国人労働者など「民族共同体」成員の外部に向けてきわめて過酷な
形で発動されるが、これに対し、「労農同盟論」に基づく戦後東ドイツ農村の社会主義権力は、
逆に内に向かう暴力の形で発動されるという点に大きな特徴があるのではないか。その意味
では社会史的分析は、「域内平和」ともいうべきナチ統治期の農村研究以上に、劇的な社会
再編を経験する戦後東ドイツ農村研究においてこそその有効性を発揮する可能性があるとい
えよう（39）。
　東ドイツ社会に着目する観点から SED支配のありようを民衆行動を軸に分析しようとす
る先駆的研究としては、「自己本位 Eigen Sinn」概念を前面に打ち出したリンデンベルカー
らのグループの研究が注目される（40）。ここでいう「自己本位」とは、SEDの政策意図や政
策の実施過程を、行為者たる民衆自身が自ら固有な仕方で解釈するようなことを意味してい
る。その自己了解の仕方に着目することで、国家に対する従属のあり方と同時に、他方で
SEDの政策意図が換骨奪胎されるありようをも示すこと、もって支配の限界点をも見定め



ようとする点がこのグループの基本的なアイデアといえよう。彼らの研究は『独裁における
支配と「自己本位 Eigen Sinn」』（1999年）として公刊されるが、そこではランゲンハーン
が、「働かない共産主義者には近寄るな」とのタイトルの論攷で、ニーダーラウジッツの村
落を事例に1952年以降の集団化に対する中農たちの行動のありようを具体的に分析してい
る（41）。
　こうした「自己本位」論に基づくアプローチは、ときに「被支配的行為者を権力主体とし
て捉える仕方」（42）でもありうることによって「支配と抵抗」の二項図式を越えうる可能性
を内包するものとして評価しうると私も考える。しかし他方では、なにより「自己本位」概
念の無限定性がつとに批判の対象となった。たとえば戦後西ドイツ農政史の泰斗であるク
ルーゲは、「『自己本位』という言葉で表現される心性は、具体的な労働関係に対する配慮を
欠いたままに、主要には個人の経済的自由と国家的管理の間の緊張関係において主題とされ
ているだけである」と批判、社会的歴史的条件の分析の重要性を強調しているのである（43）。

（3）バウアーケンパー『共産主義独裁下の農村社会。強制的集団化と伝統』（2002年）
　こうした議論を踏まえつつ、戦後東ドイツ農業史を社会史的視点からはじめて体系的に叙
述したのが、バウワーケンパーの大著『共産主義独裁下の農村社会。強制的集団化と伝統』
であった（44）。この本は2002年の刊行であるが、彼は冷戦終結直後より東ドイツ農業史研究
の第一人者としてこの分野の研究を主導し続けてきた人物である。その意味でこの書物は、
冷戦解体後の10年間の研究総括としても受け止めることができると思う。そこで以下やや
詳しくこの書物の内容について検討することにしよう。
　さて、彼はまずその冒頭部分で東ドイツ国家支配における農業・農村社会の重要性を示し
た上で、従来の全体主義論が西欧民主主義を基準とし、人々の社会をもっぱら支配の対象と
してのみとらえてきたことを批判し、逆に、連続性への着眼から「社会が政治を規定する側
面」にこそ焦点をあてるべきとする。また連続性に関わっては、伝統的価値や社会的ネット
ワークが「農村ミリュー」において戦後を越えて継続した点を強調する（45）。「ナチズムの歴
史叙述と同様に、東ドイツ農村の断絶も、支配と社会の対立図式を越えて、政治介入が農業
の構造転換や農村社会の日常生活に与えた作用が再構成されなければ」ならないのだ。こう
して「本書では土地改革と集団化の圧力の下における農村の「断絶 Umbruch」と「伝統拘
束性 Traditionsverhaftung」の関わりが研究される」としている（46）。
　東ドイツ社会の「主体性」を発見し、それを「全体主義」論的アプローチ克服のテコとみ
なす点で、バウワーケンパーはリンデンベルクらの「自己本位」論のスタンスを共有してい
るといえるだろう。ただし、同時にミクロ世界に局限されるような分析のあり方については
「中心部の決定過程や地域をこえた構造変化を捨象するために、大状況と小状況が結びつか
ない」と述べ、「自己本位 Eigen Sinn」論に対しては「具体的な要求に根ざす適応形態の多
様性を説明できない」（47）として、上述のクルーゲと同趣旨の批判を展開している。そして、
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この点を具体化するために、あるいは連続性の議論を意識してであろう、バウワーケンパー
は、第一にマクロとミクロの双方を分析すること、第二に農民行動を説明するキー概念とし
ては、「自己本位 Eigen Sinn」という概念ではなく「伝統ミリュー」の概念を使用すること
となるのである（48）。
　このように、彼にあっては東独社会主義権力と農民世界に関するある種の弁証法が構想さ
れているとみなしてよい（49）。マクロ史とミクロ史を総合するために、この書物では全体が
農政史、農村社会史、農民行動の3部から構成されている。結論的には、まず第一に、SED

独裁が農村構造のみならず日常世界に対しても強い作用を与えたこと、そのさい前衛思想に
基づくイデオロギーが暴力に対する正当化作用を果たしたことを確認している。その点では
SED独裁の暴力性を明確に主張しているのだが、ただし、これに関わって注意しなければ
ならないのは、バウワーケンパーの主旨は SED権力の強制力を告発することにあるよりは、
それが「技術主義と国家介入主義に特徴づけられた」東ドイツ型の農業近代化の経路であっ
たとすることにある（50）。その意味で、市場主導の西ドイツ型の農業近代化と共進的なもの
とされているのであり（20世紀後半の脱農民化過程（51））、「強制的集団化」によって結果的
に農業合理化がもたらされたことが否定されているわけではない。
　そして、第二に―こちらの方が主たる主張となろうが―、こうした構造的断絶にもかかわ
らず、農民行動の分析からは「伝統ミリュー」の存続と効力がみとめられるとするのである。
それはなによりも「伝統ミリュー」にみる連続性、すなわち民衆的世界の連続性であり、そ
れがゆえの権力作用の限界点であり、SED政策に対する下からの修正圧力である。こうし
てたとえば集団化の開始は、上からのプログラムの実行であるよりは両者の矛盾に起因する
危機の前方回避戦略とされることとなる。これは暴力の相対的な弱さに関する議論や、「ソ
ビエト化」テーゼの相対化にもつながっていく立論だとみることもできよう。
　バウワーケンパーの著作の評価点は何かと問われれば、大状況と小状況を総合するという
要請を背景とした叙述の包括性・総合性を何よりもあげられなければならない。結論として
主張されることについていえば、実は意外感はあまりないとうのが私の読後感だが、個別テー
マに関する豊富な言及のなかに数多くの斬新な着眼や指摘がなされているのである。たとえ
ば、①戦前の農村支配を「官治的パターナリズム」とし、土地改革の農場主の村落追放をこ
れに絡めて理解していること、②ライファイゼン組合の解散と農民流通センター設立を軸と
した1949年の農業組織の国家的再編に対する着眼、③林地分割に関わる営林所職員の強い
抵抗と、これに関わる難民の林業課大量採用、さらに伐採禁止から事実上の国有林化への移
行過程など、戦後の森林分割がもった固有の複雑な局面に関する記述、④1956年の非スター
リン化におけるフィーヴェックの小農主義路線構想をめぐる対立についての記述、⑤戦場化・
土地改革に伴う入植形態や耕地形態の変化など農村景観に関する記述、⑥「村落＝農業的ミ
リュー」からの大農迫害に関する指摘、⑦農民の行動に関しては、「6月事件」に対する旧
農民の反応や、1956年ハンガリー動乱の農村への影響、集団化にさいしての拡声器をめぐる



攻防や農民の自殺、さらにはベッサラビア農民のソ連集団化経験、農民の搾乳夫差別関する
指摘などである（52）。
　このようにこの書物は、社会史的視点のみならず全体性を志向する点にも大きな特徴があ
り、それがゆえに研究史上の意義は大きい。農業史分野のみならず東ドイツ史研究にとって
も、参照されるべきスタンダードな研究となることは間違いないと思われる。しかし、この
点を十分認めたうえで、私自身のスタンスをより明示するために、ここでは以下の三点を批
判点として提出しておくこととしたい。
　第一点は、「伝統ミリュー」概念の採用に関わる問題である。バウワーケンパーは農村文
化の連続性を意識する観点から「伝統ミリュー」の担い手として農民を措定しているのだが、
そうした仕方をすると、方法的にはどうしても「単一の農民主体」が設定されがちになるの
ではないか。より具体的には「伝統ミリュー」の代表的担い手として想定されるのは旧農民
層であるために、論理的にはこの層に過度な比重がおかれてしまうのではないか（53）。結果
として、バウワーケンパーの本来の意図にもかかわらず、実際の叙述においては「SED対
伝統農民」という二項対立図式がかえって前面にでてしまう結果になっていると思わざる
をえない（54）。しかし、現実にはこの著作の豊かな内容が雄弁に語るように、主体のありよ
うは単一性を破るほどにきわめて多様である。同じ農民でも新農民か旧農民か、旧難民か旧
土着農業労働者かによって行動様式に大きな差異が認められ、かつそれらは個人や家族のレ
ベルのみならず、村落ごとの対応の差異とも重なっていた。さらに問題なのは主体の多様性
だけではない。戦後期のような社会的流動性がきわめて高い移行期においては、「民衆主体」
の構成のされ方そのものが常に変化せざるをえないのである。たとえば、機械トラクタース
テーションの担い手にみられるように、戦後社会主義を担う農村カードルたちには多くの農
村出身の若い人々が含まれており、他方で村外から入村する農業技師などの新支配層が土着
の旧農民層と婚姻を通じて親族関係を結ぶことがまま見られるのである。個々の政治カード
ルの軌跡をたどっていくと、その社会的上昇と下降の頻度は予想以上に高い。要するに「近
代独裁と伝統」といっても、戦後期についてはローカル世界における権力と民衆のあいだを
仕切る境界線のありようがかなり流動的なのである。長期的な視点からの解釈枠組みの構築
にとってはともかく、具体的な分析においては「伝統ミリュー」概念の過度な適用は、「実
践主体」の多様性や可変性の問題を相対的に軽視してしまうのではないか。
　第二点は、空間的視点の弱さ、あるいは地域性に関する議論の弱さということである。バ
ウワーケンパーの書物はブランデンブルク州を対象とした研究であり―序章ではメゾ・レベ
ルの分析の方法的な有効性が主張されている―、さらにミクロ史を意識しつつイロー村とい
う個別村落に関する叙述もなされているから、一見すると地域史が意図されているかのよう
にみえる。しかし、全体としては、州の分析も個別村落に関する分析も、どちらかと言えば
東ドイツ全体のひな形として位置づけられており、とくに地域の歴史的個性を把握しようと
する方法的意識は弱いのではないかとの印象を持たざるをえない。たとえば東ドイツ農村の
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南北の差異についての言及はもちろんなされているのだが、その比重は相対的には低く、比
較史の意識はむしろソ連を中心とした他の社会主義国の農業集団化との違いに向けられてお
り、結果として私の感覚からすれば「国制史に近い社会史叙述」になっている。鍵となる「伝
統ミリュー」概念が特定地域の個性に関わるものとしてではなく、むしろ「階層」（ミリュー
集団）に帰属する概念となっているのもこの点と深く関わっているのではなかろうか。
　最後に、第三点として指摘しておきたいのは、農業生産力分析の弱さ、とくに経営資本や
労働過程分析がほとんど重視されていないことである。もっともこの点はバウワーケンパー
に限ったことではない。さきに述べたように旧西ドイツの現代史研究では20世紀農業史に
対する取り組みが相対的に希薄であったが、その中でもとくに農業生産力に関わる分析はほ
とんどなされてこなかった。近年になって、環境史的な問題関心が勃興するなかで、はじめ
て自然と人間を媒介するものとして農業史が「再発見」されている状況である。もちろん旧
東ドイツ史学においては、マルクス主義史学の立場から、階級史観とともに生産力史観が優
位であったが、しかしその実際の理解といえば要素還元主義的かつ技術主義的な浅い分析に
過ぎず、農業生産力や技術革新のありようを社会史的文脈において有機的に理解するという
発想に基づく研究は、管見の限りでは皆無といわざるをえない。
　以上のように、バウアーケンパーの批判的検討から浮かび上がってくるのは、①「SED

権力 vs伝統農民」の二項対立図式をいかに克服するか、②個別村落史への埋没でも国制史
に回収されるものでもない地域史・ミクロ史をいかに構築するか、③要素還元主義的でなく
社会史的な文脈において農業生産力の分析をいかに果たすか、という3つの新たな課題であ
る。実を言えばこれこそは私自身がこれまで抱いてきた問題関心そのものであった。

　以上にみるように、戦後東ドイツ農業史研究は、他の領域にもまして冷戦期における冷戦
思考呪縛と、「ベルリンの壁」の崩壊後のポスト冷戦のありようにつよく規定されてきた領
域といえるだろう。
　第一に当時国たる東ドイツにおける官許農業史研究において、戦後の土地改革と集団化は
「建国神話」の重要な一環であり、その意味では奨励の対象ですらあった。ただし東ドイツ
の場合、それがあくまでドイツのナショナルヒストリーとしては語り得なかった点に他の社
会主義国とは異なる大きな特徴があった。この点は、社会主義覇権の担い手であったソ連は
もとより、たとえば戦後土地改革が過剰ともいえるほどに民族的性格を帯びたポーランドと
比べれば一目瞭然である。とくに西部の旧ドイツ領におけるポーランド土地改革は、ドイツ
人の土地所有の収奪の上に、難民化したポーランド人が入植する形をとったのである（55）。
　第二に、西ドイツの東ドイツ農業研究もまた冷戦思考の束縛から自由ではなかった。冷戦



期の基調をなしたのは、「全体主義」論（あるいはソビエト化論）の枠組みであった。デタ
ントの時代にはこうした論調は影響力を失ったが、それはそのまま戦後東ドイツ農業史に関
する無関心に帰結していく。1980年前後からの世界的な社会史の勃興が東西ドイツの研究に
も微妙な影響を及ぼすことになる。確かに東ドイツでは数少ない未公刊の学位論文という形
ではあるが、新たな実証研究の胎動を生んだ。ポスト冷戦期において東ドイツ出身者として
農業史研究を担い続けたのは主としてこうした系譜の人々である。他方で、西ドイツにおい
てはナチズム研究を軸とする社会史・日常史的手法が、「全体主義」論の枠組みの克服を目
指したが、しかし東ドイツ研究はもとより、農業史研究の活性化を語りうるだけの状況を生
み出すまでにはならなかった。
　第三に、日本の東ドイツ農業研究もまた冷戦イデオロギーに強く制約されたが、西ドイツ
とは対照的に、戦後人民民主主義革命への高いシンパシーを示した点におおきな特徴があっ
た。さらにスターリニズム批判が浸透した1970年代以降においても、東ドイツ農業に関す
る研究が現代ドイツ史研究と交差することはついぞなく、それはもっぱら社会主義農業経済
論の一環を構成するものとして扱われたのである。こうした傾向のために、全体として冷戦
期日本おける研究は、東ドイツ農業に対する批判の甘さ、および戦後史分析の相対的な薄さ
という限界を最後まで抱えることになったのである。
　最後に、ポスト冷戦期の統一ドイツにおいて、東ドイツ研究は劇的な変化をみせ、実証的
にも理論的にも急速な進展を見せるが、それはあくまで西ドイツ史学の系譜の上に展開され
ざるをえなかった。一方で冷戦期以来の全体主義論的な視点の研究は、シュタージの実態が
明らかになるにつれ、単なる復活のレベルを超えて新たに深化することとなった。現在、克
服すべき過去としての「全体主義国家」東ドイツという表象は、当事者たちの心情をますま
す屈折させつつも、全体としてはドイツ人の集団的記憶においてますます強固になりつつあ
るとすら思われる。
　しかし同時に、社会史・日常史の研究が冷戦後に新たに切り開いてきたパースペクティヴ
はそれに劣らず重要である。いな、冷戦後のパラダイム転換は、「全体主義」的理解の克服
をめざす社会史的研究を通じてこそもたらされたといってよい。社会史は、既存権力に還元
されない固有の歴史的社会の存在から出発し、その視点から「東独社会主義」を近代ドイツ
史に位置づけようとする。私自身、この間やってきたことといえば、19世紀以来の東エルベ
農村社会が、1945年から1960年の土地改革と集団化を契機にいかなる形で再編されていく
のか、そのありようを可能な限り郡や村などのミクロ世界の人々の行動に分け入って描くこ
とであった。それは、ソ連史やポーランド史などのナショナルヒストリーとは異なる形で、
20世紀東エルベ農村史の連続と断絶において、戦後東ドイツ農村史を理解しようとする方
法的態度である。ナチズムの農村支配とは異なる内向きの暴力発動や、ソ連軍占領・反ナチ
ズム・冷戦状況などにより幾重にも屈折せざるをえない戦後東ドイツ農村を担った主体のあ
りように鑑みても、こうしたミクロ史的アプローチこそが有効だと考えるからである。そう
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した意味で、私は社会史的アプローチを、ポスト冷戦期にふさわしい有意義なアプローチと
して高く評価したいと思う。
　とはいえ、本稿第3節のバウアーケンパーの研究の批判的検討みたように、私自身は、社
会史的研究の潮流を積極的に受け止めつつも、なおそこに戦後西ドイツの国制史および近代
啓蒙主義的なスタンスの残像を感じざるをえない。ここで詳論することはしないが、私とし
ては、東エルベ農村の連続性の問題をより強く意識する立場から、①戦後難民問題、②村落
形態の多様性、③物的資源の社会的ありようの三点に視点を自らのオリジナルな観点として
打ち出していきたいと考えている。これらの点に着目することで、伝統ミリュー論を軸に構
成されるバウアーケンパーのような仕方とは異なる社会史的な理解を構築できるのではない
かと思うのである。
　さて、以上に論じてきた社会史的手法を軸とする戦後東ドイツ農業史研究は、相次ぐ関連
書物の出版や各種シンポジウムの開催にみられるように、2003年前後にひとつのピークを迎
えたと思われる。今後もアルヒーフ資料の整備がさらに進み、かつ新たにシュタージ史料に
よる研究が進んでいくと考えられることから、より詳細な実証研究が積み重ねられることは
間違いないであろう。すでに農業集団化に関する最新研究である J・シェーネの研究がそう
した立場から書かれている（56）。しかし、他方では農村支配のありように問題を収斂しがち
な社会史的研究のスタイルを相対化しようとする研究も、徐々にではあるがすでに開始され
ている。ポスト冷戦期の第二世代ともいうべきこれらの研究動向に簡単に言及することで本
稿の結びとすることとしたい。
　まず第一に着目すべきは、農村計画論ないし農村入植史などの一連の環境史的な研究であ
る。その先駆的研究としてはディックスの『＜自由な土地＞。戦後東独農村の入植計画』（2002

年）がある（57）。 これは、とくに占領軍命令209号の新農民家屋建設政策に着目しつつ、土
地改革を農村建築史というまったく新たな視点から考察した研究である。戦前以来の農村建
築学・農村計画学の人的系譜を丹念にたどることで、ナチス入植学との連続性を発掘し、さ
らに新農民家屋設計思想そのもののなかにディックスはフォーディズム的な農村景観の形成
を読み取ろうとしている。農業集団化過程も農村計画史から論じられ、メストリン村に代表
される「社会主義」模範村や「文化会館」の分析を通して集団化は「小都市空間様式」の創
出とその失敗として論じられている。従来の農村社会史やミリュー論とはまったく異なる視
点から1950年代の「社会主義」農村を論じたものとして注目すべき研究である。さらにオー
バークローン『ドイツの故郷。ヴェストファーレン・リッペとチューリンゲンにおける自然
保護・農村景観形成・文化政策の国民的構想と実践』（2004年）と題された書物においても、
その一章として「社会主義」の景観形成が扱われている。ここでは東ドイツの国家と社会は、
社会主義独裁の文脈よりは20世紀ドイツ環境史の枠組みのなかで位置づけられている（58）。
こうした動向は、より広義には、近代ドイツ農業史研究おける環境史的研究の勃興と軌を一
にしているといえよう（59）。



　20世紀史への東ドイツ農業史の統合はこうした新しい環境史に限定されない。農政史に
おいても類似の傾向がいくつかみられる。すでに言及したバウワーケンパーの「強制的農業
近代化論」がそうした枠組みで構想されているし、またハンドブックではあるが、クルーゲ
の『20世紀の農業経済と農村社会』（2005年）は東ドイツ農業史を統合する形で編集され
ている（60）。さらに農村空間史研究所編『年報：農村空間史』の2005年の特集「土地のレギュ
ラシオン。ドイツ・オーストリア・スイス、1930-1960」においても、東ドイツを含むドイ
ツ語圏の20世紀農業史像を、レギュラシオン概念を軸に構築する試みがなされている（61）。
他方で、1960年代以後に関しては、これまで主として人類学をフィールドに、シール、ブラウ、
さらにはアメリカの人類学者などによってなされてきている（62）。これらも東ドイツ農業40

年を全体として視野に治めているという点で、20世紀史への統合につながる知的営みと位置
づけることができる。東ドイツ農業の「社会主義」経験の歴史化プロジェクトをよりいっそ
う進展させるのであれば、従来は手薄であった農業集団化以後の時期に関する本格的な史的
研究をこそ開始しなくてはならないのである。
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に即した記述である。東ドイツ史研究一般に関するものであれば、



冷戦終焉後もいくつかの研究がある。そのうちでもっともまとまったものとして、星野治彦『社会主
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